
１

２

３

※
※

４

５

６

７

８

※
９

業者区分

市外業者
準市内業者

入札(見積)参加資格審査申請書(様式第１号)

上記提出書類は、申請をする日の直前の日を基準日として作成してください。

入札等に参加する資格を有しない者

課税・納税状況調査に関する同意書

防府市税の「滞納のないことの証明書」：法人・個人・法人の代表者（代表者が防府市に住所
を有する場合）【写し可】

市内業者及び準市内業者に該当しない業者
市内に営業所等を有し、かつ防府市で法人市民税が課税されている業者

防府市物品調達等に係る令和８・９年度の入札(見積)参加資格審査申請書等の受付について

営業(業務)に必要な許可書等の写し

業者区分

(1)

(4)

委任状(個人委任用)

(3)

　防府市が令和８・９年度において発注する物品等の製造の請負並びに物品等の買入れ、借入れ及び売
払い並びに業務の委託(測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業
務は除く。)の契約に係る指名競争入札(見積)参加資格審査申請書等の提出に際しては、下記事項に御
留意ください。

(1)

営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを受けていない者

業者区分の説明

提出書類(必要に応じて提出してください)

使用印鑑届／委任状兼使用印鑑届(様式第４号)

入札(見積)参加資格審査申請総括表(様式第２号)

(3)

市内業者

(2)

本市の入札等に参加することの資格を取り消され、２年を経過しない者

地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４に規定する者
入札(見積)参加資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした者

郵送を原則とします。

(12)

防府市ホームページ　(https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/)

国税の「未納税額のないことの証明」：法人「その３の３」・個人「その３の２」)【写し
可】

資格が認められても必ずしも指名があるとは限りません。

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで

(1)
締切日の消印まで可とします。料金後納は消印の確認が出来ませんので、御注意ください。
受付確認の必要な場合は、返送先の宛名等を明記したはがきを同封してください。(3)

今回申請分の有効期間

(2)

申請方法

別紙「申請書等の記載要領等について」を参照してください。

提出書類確認一覧表

書類は上記３の(16)提出書類確認一覧表の順に並べ、提出書類確認一覧表と一緒に提出してくださ
い。

【定期】令和８年１月５日(月)から同月３０日(金)まで(土･日、祝日は除く)。

上記様式は、防府市ホームページからダウンロードできます。

申請書等の記載要領

提出書類の体裁

申請書等の記入及び添付書類に不備があるものは受付できません。(4)
不備書類の返送、再提出に係る費用は申請者負担とします。よく御確認の上、御提出ください。

審査結果
令和８年３月末(予定)、防府市ホームページ及び契約課の閲覧場所にて公表しますので、それによ
り確認してください(資格が認められない場合のみ文書にて通知します)。

財務諸表【写し可】

市内に主たる営業所を有する業者

納税証明書

(16)

(2)

(4)

暴力団等の排除に関する誓約書(様式第７号)

経営状況調書(様式第３号)　（その１、その２（別表－１、２））

【追加】令和８年９月１日(火)から同月１５日(火)まで(土･日、祝日は除く)。
【追加】令和９年２月１日(月)から同月２６日(金)まで(土･日、祝日は除く)。
【追加】令和９年９月１日(水)から同月１５日(水)まで(土･日、祝日は除く)。

(13)

(11) 資本関係・人的関係に関する調書（様式第８号）

本市指定様式は全てＡ４サイズで作成してください(ファイルに綴じる必要はありません)。

受付期間

(15)
(14)

(6)
(5)

誓約書(様式第６号)
(10)

営業・業務実績／代理店等調書(様式第５号)

(9)
(8)
(7)
登記事項証明書（商業登記簿謄本）【写し可】

防府市内の営業所等の体制、位置図及び写真（その１、その２）



10

11

12 問合せ・送付先
〒 ＴＥＬ ０８３５(２５)２１７７

防府市　契約課　管理係 ＦＡＸ ０８３５(２５)２１９９
受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで

資格の認定後、資格承継事例が生じた場合は、別紙「物品調達等に係る入札（見積）参加資格
資格の承継承認申請

審査事項等の変更の届出
申請書受付後、申請事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更届(様式第１１号)を提出してく
ださい。

の承継承認申請要領」を参照して、すみやかに必要書類を提出してください。

747-8501 山口県防府市寿町７番１号



各様式共通事項

日付
・

債権者コード番号
・
・

所在地
・ 法　人

・ 個　人
商号又は名称

・ 法人表記は（ ）書きで記入しても構いません。（例：(株)、(有)、(資)、(名)、(同)等）
・ 法　人
・ 個　人

代表者氏名
・
・ 姓と名の間には、１文字分の空欄を入れてください。

・ 法　人
・ 個　人

印
・

※申請書等は「㊞」の記載があるもの以外は押印不要です。
公的証明書等

・

その他
・
・

・

・

・
・
・
・
・

・
・

・
・

・

・

本社・本店に関する事項を記入してください。（必須）

委任状の訂正は押印されている委任者の印で消印（訂正印）をして訂正をしてください。

入札(見積)参加資格審査申請書（様式第１号）

申請担当者

入札(見積)参加資格審査申請総括表（様式第２号）

「大分類」「中分類」欄については、入札等における業者選定の参考にしますので必ず記入してください。

職員数には基準日(申請をする日の直前の日)における全常勤職員数を記入してください。

防府市と取引を希望する営業・業務種目

申請者（本社・本店）

支店・営業所等に全ての権限を委任する場合は記入してください。（使用印鑑届／委任状兼使
用印鑑届の下段の記入が必要です）

「大分類」「中分類」欄にその他と記入した場合は、「取扱品目例」欄に具体的な品目を記入してください。

フリガナ欄には法人表記の記入は必要ありません。

　入札参加資格を承認した場合、令和８年３月末(予定)に防府市ホームページ及び契約課の閲覧場所にて公表
しますので、それにより確認してください。

　申請書提出にあたり、記入方法の要点は下記のとおりです。記載例も参照の上、提出くださいますようお願いいたし
ます。

提出年月日（発送日）を記入してください。

基準日(受付日の直前の日)から前３か月以内に発行されたものを有効とします。

屋号等を記入してください。

代表者の氏名を記入してください。

役職名及び代表者氏名を記入してください。

店舗の所在地を記入してください。

ただし、申請される所在地が、登記簿記載の所在地と異なる場合は、所在地の先頭に「（主たる
事業所）」と記載してください。

登記事項証明書(商業登記簿謄本）に記載されているとおりに記入してください。

申請書等の記載要領等について

登記事項証明書(商業登記簿謄本）に記載されているとおりに記入してください。

「中分類」の欄には、枠の左から順に希望する「ＣＤ」及び「種目」を記入してください。
「大分類」の欄には第１希望から第５希望までの希望する順番に「№」及び「種目」を記入してください。

法人代表者印又は事業主の印を押印してください。（使用印部分除く）

※注意　【写し可】とあるのは、鮮明な複写をもって代用できますが、全てＡ４サイズに統一してください。

登録実績がある場合は、既得番号を記入してください。（不明な場合、空欄でも可とします）
新規登録の場合は、記入不要です。

登記事項証明書(商業登記簿謄本）に記載されているとおりに記入してください。

資格取得の有効期間中は、営業・業務種目の追加及び変更はできません。

取引事業所が申請者と同じ場合には、支店・営業所名欄に「同上」と記入してください。

申請書等の問い合せに回答できる方を記入してください。

電話番号は原則として「固定電話」の番号を記入してください。

防府市と取引を希望する営業・業務種目を「営業・業務種目区分表（物品及び業務委託）」から、選んで記
入してください。

取引事業所（防府市と取引をする事業所）

パソコン等にて作成し、印刷される場合は記載文字の印字漏れ等に御注意ください。

複数の委任先の設定は不可とします。

※国税　未納の税額のないことの証明「その３の２」又は「その３の３」については別途注意点があります。
　         納税証明書の項に記載がありますので御確認ください。



・

・ 口座振替 本市からの支払を希望される口座を記入してください。
口座種別欄の○を忘れずに御記入ください。

・
・
・ 千円未満の端数は切捨ててください。
・

・

・

・

　 　れている「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数」を記入してください。

　※身体障害者及び知的障害者の数は、「重度障害者」と「重度以外の障害者」に区分し記入してください。
　◇「重度障害者」とは、「重度身体障害者」又は「重度知的障害者」のことです。
　◇「重度身体障害者」とは、障害程度等級の１級又は２級に該当する障害を有する者及び３級に該当する障
　 　害を２以上重複して有することによって２級に相当する障害を有するとされた者です。
　◇「重度知的障害者」とは、知的障害者判定機関により、知的障害の程度が重いと判定された者です。

・

・

・
・

※最長期間：令和８年４月１日から令和１０年３月３１日
・

・
・
・
・
・
・ 実績がない場合も「なし」と記入の上、提出してください。
・

・ 区分
・ メーカー名
・ 取扱品目

・

※
※

・

ください。

　※報告義務のない事業者については、申請日の直前の６月１日現在の常時雇用する労働者(健康保険被保険

　　 する義務があるとされていますが、雇用状況の報告の有・無のどちらかに○印をしてください。

（別表-２：建物清掃業務に係る契約実績表も提出してください）

（報告義務が有の場合は、「障害者雇用状況報告書」の写しを添付してください）

本市の指定金融機関である山口銀行の口座を開設されている方は、差し支えなければ山口銀
行（お持ちであれば防府支店）の口座を振込先として頂きますようお願いいたします。

8　障害者の雇用状況について

官公庁との契約実績を優先して記入してください。（民間取引の実績も可能な限り記入してください）

　※常時雇用する労働者の総数は、報告の義務がある事業者については、「障害者雇用状況報告書」に記載さ

※「防府市内の営業所等の体制、位置図及び写真（その１、その２）」、防府市税「滞納のないこと
の証明書」（写し可）並びに、「課税・納税状況調査に関する同意書」の提出が必要です。

7については、業務種目が「施設等の清掃(大分類№４１）」又は「施設等の保守管理(大分類№４２)を希望する方
は提出してください。(該当が無ければ登録の有無：「無」に○印をしてください)

入札及び契約事務等を本社・本店で行われる場合は上段、支店・営業所等へ委任される場合は下段のみを記
入してください。

なお、8以降については、業務種目が「建物の清掃（大分類№４１・中分類コードＡ）」を希望する方のみ記入してください。

経営状況調書（様式第３号（その１））
登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書、申告書等から算出記入してください。

下段の委任期間は、今回申請の資格の有効期間内であれば任意の期間が設定できます。必ず委任期間を記入
してください。

使用印は実印以外でも可ですが、ゴム印等の変形しやすいものは除きます。

　権限委任に関係なく、防府市内に支店・営業所等がある場合は必ず記入してください。

※委任される場合は入札（見積）参加資格審査申請総括表の「取引事業所」欄の記入が必要です。

直近の決算を当期決算とします。

経営状況調書（様式第３号（その２））　※該当する場合は記入してください。

を提出していただくことになります。

契約金額欄には、期間欄に記入した期間の契約金額を記入してください。

6については、業務種目が｢印刷（大分類№４）」を希望する場合、「別表-1：印刷機械・設備保有状況調査表」

※本社・本店が防府市内にある場合は記載不要です。

市内事業所等（防府市内に事業所等がある場合）

印影がはっきりとわかるように押印してください。

契約相手方が同じでも、取引の内容が異なるときは別々（複数段）に記入してください。

メーカーからの証明書等の写しを添付してください。(入札等の業者選定の参考とします)

防府市においての法人市民税課税の有無
課税が有る場合は、防府市税「滞納のないことの証明書」及び「課税・納税状況調査に関する同意書」を添付して

(本社・本店が防府市内にある業者及び防府市内に営業所等がない場合は提出不要です)

防府市内の営業所等の体制、位置図及び写真（その１、その２）
市内に支店・営業所等がある場合は提出してください。

経営比率は小数点第２位までとし、小数第３位を四捨五入してください。

取引を希望する営業・業務種目（大分類）ごとに作成してください。

　※常時雇用する労働者が４０人以上の事業者は、毎年「障害者雇用状況報告書」を公共職業安定所長へ報告

また、社印の使用印としての登録は不可とします。個人が特定できるもの（代表者印・支店長印等、個人事業主
にあっては個人の印）としてください。

使用印鑑届／委任状兼使用印鑑届（様式第４号）

営業・業務実績／代理店等調書（様式第５号）

　　 者証を有する者)の数を記入してください。

令和３年４月１日以降は請求書への押印が不要となっています。

主な取扱品目例を記入してください。
代理店・特約店の関係にあるメーカー名を記入してください。

期間欄には、直近の決算期間を記入してください。

代理店・特約店の関係を○で囲んでください。

様式第２号の「市内事業所等」欄に記入が必要です。
写真は、事業所等の名称（看板など）が分かるように撮影してください。



・
・

・ 委任期間

・
　※防府市役所本館１階に法務局証明サービスセンターがあります。

発行時間：午前９時～午後４時３０分　（正午～午後１時を除く）
その他詳細は山口地方法務局（℡０８３－９２２－２２９５）へお問い合わせください。

・

・

・ 親会社・子会社等の資本関係の有無、役員等の兼任の有無を記入してください。
・ 関係が無い場合も、「無」を○で囲んで提出してください。
・ 議決権のある株式を５０％以上保有している場合は親子関係「有」を○で囲んでください。

・
・
・
・
・
・
・

【法人の場合】
・法人のもの 防府市税

国税 未納の税額のないことの証明「その３の３」【写し可】

・法人の代表者（代表者が防府市に住所を有する場合）
防府市税 滞納のないことの証明書【写し可】

【個人の場合】
・代表者 防府市税 滞納のないことの証明書【写し可】

国税 未納の税額のないことの証明「その３の２」【写し可】

・

・

・

・

証明書等の写しは許可期限切れに御注意ください。（更新された場合は、随時写しを提出してください）

法人の場合のみ提出してください。

産業廃棄物（収集・運搬）を希望する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可証（写し）を提出してください。

複数添付する場合は、一覧表（様式は任意）を作成して一緒に提出してください。

代理人が申請する場合

申請人の本人確認

※法人の代表者が複数人の場合は、それぞれ証明書を提出してください。

　申請人の本人確認が必要になります。窓口にお越しの際は必ず、運転免許証、資格確認証、住民基本台
帳カード、個人番号カード（マイナンバーカード）等の公的機関が発行した、本人確認ができるものをお持ち
ください。

納税証明書

納付状況が証明書に反映されるまで一定期間を要するので、納付後２週間以内に証明書を申請する場合、
納付したことを確認できる書類（例：納付時の領収書等（領収日付印のあるもの）又は口座引落済みの通帳
のコピー）をお持ちください。

※申請書、委任状は、別紙様式を御利用ください。

◇国税　未納の税額のないことの証明について

　代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
　法人の「滞納のないことの証明書」が必要な場合は、申請書に法人代表者印が必要です。（委任状は不要
です）
　個人（法人代表者分含む）の「滞納のないことの証明書」が必要な場合は、同一世帯以外（住民票の世帯
が別）の人が申請する場合は、申請書のほかに委任状（すべて本人の直筆で記入されたもの）が必要で
す。詳しくは、記載例を参照してください。

証明書中にただし書きがある場合において、ただし書きの納期限が申請日以前の場合は差し替えを求めま
す。

暴力団等の排除に関する誓約書（様式第７号）

※最長期間：令和８年４月１日から令和１０年３月３１日

滞納のないことの証明書【写し可】（防府市内に事業所等がある場合も、本社住所名
義で発行されたもの）

◇防府市税に関する証明書発行について（防府市課税課諸税係＜本館３階＞及び各出張所で発行）

産業廃棄物（処分）を希望する場合は、産業廃棄物処分業許可証（写し）を提出してください。
運送を希望する場合は、希望する運送業の認可証（写し）を提出してください。

営業（業務）に必要な許可書等の写し

その他の例：医薬品販売業、毒劇物販売業、農薬販売業、液化石油ガス販売業等

一般廃棄物（収集・運搬・処分）を希望する場合は、防府市一般廃棄物処理業許可証（写し）を提出してください。

代表者の生年月日は、Ｍ（明治）・Ｔ（大正）・Ｓ（昭和）・Ｈ（平成）のいずれかを〇で囲み、年月日を記入してくだ
さい。

誓約書（様式第６号）

証明書等が添付されていないこと等により、入札等の業者選定にあたり、不利になることがあります。

資本関係・人的関係に関する調書（様式第８号）

申請後、随時に提出することも可能です。

個人の場合（法人でない場合）のみ提出してください。

委任状（個人委任用）

今回申請の資格の有効期間内であれば、任意の期間が設定できます。必ず委任期間を記入し
てください。

登記事項証明書（商業登記簿謄本）【写し可】

※防府市上下水道局発注の物品等への入札参加の際は、別途、防府市上下水道局へ個人委
任状の提出が必要となりますので、御注意ください。

・

入札及び見積に関する事項を個人に委任される場合に提出してください。

法人・個人（法人でない場合）共に提出が必要です。



課税・納税状況調査に関する同意書
・

・

変更事項：
・

【資格の承継承認申請について】

・

・ 必要書類については、別紙「物品調達等に係る入札（見積）参加資格の承継承認申請要領」で確認してください。

代表者氏名又は所在地等変更となる事項について記入してください。
口座振込先に変更があった場合は、全ての項目に変更後の事項を記入してください。

変更が生じたときは、すみやかに入札(見積)参加資格審査事項等変更届（様式第１１号） に必要書類等を添付
の上、提出してください。

防府市内に支店・営業所等がある場合は必ず提出してください。
(本社・本店が防府市内にある業者並びに、防府市内に営業所等がない場合は提出不要です)

【申請後に登録内容に変更があった場合の届け出について】

※別紙「物品調達等に係る入札（見積）参加資格の承継承認申請要領」参照
資格の認定後、資格承継事例が生じた場合は、すみやかに入札(見積)参加資格承継承認申請書に必要書類を
添付の上、提出してください。


